
 6⽉9⽇に、������が国�で可決成立し
ました。1年�内の�⾏が予�されています。

 �����は、��の���⽌�を⼀���

し、��申�中であっても3回⽬�上の��回申
�者は�則��可�にする、�国できない事情

をかかえ、「��を��」している�国�への

刑事�則の��など、�国�への��と��の

�向を�めるものです。��制度に�しては、

�間による�正��在の�国�の��、��を

⾏う�理措�制度を�たに��しました。ま

た、�正��在の�国�の正��の⼿�である

在留�別�可制度のしくみや基�も�更すると

しています。

 ���の�⾏に向け、これからどのようなこ

とが�きていくのでしょうか���、�制��

への圧⼒が�まることも�念されます。��申

�者や�正��在の�国�の�利や尊�を�る

ために、�たち�援者には何ができるでしょう

か�

 児⽟�⼀��⼠を�師にお�えし、��2回の
セミナーを��しました。みなさんと情�共有

しつつ、共に�えたいと思います。

改定⼊管法の施⾏に向けて、
何が起きる？
⽀援者にできることは？

主催：特定⾮営利活動法⼈��移住者と連帯する全国ネットワーク

�2回�
��・�理措�・��中

の処�

2023年8⽉24⽇（⽊）
19時-20時半

�1回�
��・���制⼿�・

在留�別�可

2023年8⽉7⽇（⽉）
19時-20時半

⽇時

開����ZOOMによるオンラインでの開�

��フォームへのリンク�

https://forms.gle/SzZzmqbz2tVku6Jw5

�師

児⽟�⼀さん（��⼠）

問い�わせ先�

���事�局 smj@migrants.jp 
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「新移⺠時代型⽀援ネットワーク構築事業」緊急連続セミナー

申込締切：
【第1回】2023年8月4日(金)
【第2回】2023年8月21日(月)


